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1. 水道とは（定義） 

 

第一条 この法律は、水道の布設及び管理を適正かつ合理的ならしめるとと

もに、水道を計画的に整備し、及び水道事業を保護育成することによつて、

清浄にして豊富低廉な水の供給を図り、もつて公衆衛生の向上と生活環境

の改善とに寄与することを目的とする。 

 

第三条 この法律において「水道」とは、導管及びその他の工作物により、

水を人の飲用に適する水として供給する施設の総体をいう。ただし、臨時

に施設されたものを除く。 

※水道法より抜粋 

 

 

図 1.1 取水から蛇口まで 
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2. 事業の概要 

2.1 拡張の歴史  

本市水道事業は、大正 15 年 9 月に給水を開始して以来、人口の増加や市民生活水準の

向上、産業の発展に伴い、増大する水需要に対応するため４期におよぶ拡張事業を実施

し現在に至っています（表 2.1参照）。 

 

表 2.1 計画規模の変遷 

項　目

事業名

大正13年1月
～

昭和 2年 3月

昭和24年5月
～

昭和29年3月

昭和35年4月
～

昭和41年3月

昭和44年4月
～

昭和54年3月

平成 2年 4月
～ 193,900

平成22年3月
(石井町分水15,000㎥含む)

施行年次
計画給水
人口(人)

計画１日最大
給水量(㎥)

概　　　　　要

創 設 事 業 8,800

明治40年、当時の市長一坂俊太郎
氏が市会で水道布設の抱負をのべ
たことにはじまり、大正10年1月に
水道布設認可を受け、大正15年9月
1日から正式に市内給水を開始しま
した。

80,000

第４期拡張事業

第３期拡張事業

第２期拡張事業

第１期拡張事業

市民皆水道を掲げて、簡易水道事
業の統合、給水区域の拡張を行
い、現在に至っています。

住宅等の建設により使用水量が飛
躍的に増加したことから、多くの
施設（西覚円取水場、第十浄水
場、西の丸配水場、法花谷配水
場）や管路（送水管や市内配水幹
線）を整備し、これらは現在の主
要施設となっています。

第十水源地等を整備し、徳島城跡
に城山配水池を整備しました。

第2水源及び第3水源（いずれも地
下水）等を整備し、戦災復興期の
増大する市民の飲料水を応急的に
確保しました。

297,000

25,200

63,000

153,000

112,000

210,000

300,000

 
 

2.2 配水管整備事業 

○ 第４期拡張事業と並行して、既存区域のお客様サービスとして実施 

◇ 創設時及び第１期拡張時の小口径配水管を対象とした出水不良や赤水対策を目

的とし、更新工事と更生工事の２本立てで実施しました。 

◇ 阪神・淡路大震災を契機に更生工事を中止し、更新工事に全面移行しました。
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2.3 第４期拡張事業以降の事業 

2.3.1 南海トラフ巨大地震への対策（地震に強い水道を目指して） 

・ 平成 21年度に「徳島市水道施設耐震化計画」を策定 

 

図 2.1 徳島市水道施設耐震化計画第 1次整備項目イメージ  

 

2.3.2 環境対策と省エネルギー対策 

・ 浄水発生土を処理する「高効率天日乾燥施設」を導入 

・ 「大規模太陽光発電設備（メガソーラー）」の建設 

・ 給水区域の配水ブロック化 

 

 

図 2.2 大規模太陽光発電設備と高効率天日乾燥施設 
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3. 徳島市水道局の現況 

3.1 水道施設の概要 

本市水道事業には 7 つの水源があり、水源種別は表流水、伏流水及び地下水の 3 種類

で、取水量の 60％以上が吉野川の表流水となっています（表 3.1及び図 3.1参照）。 

吉野川の表流水は、取水施設から導水管を通って本市唯一の浄水場である第十浄水場

まで送られ、水源水質の特性に応じた処理方法により水道水となります。その後、水道

水は送水管を通って配水場のポンプで高台にある配水池に貯められ、自然流下を利用し、

配水本管・支管を通ってお客様へ供給しています。給水区域は、9つの配水ブロックを形

成し、配水ブロック間の相互融通によりライフラインの安定強化を図っています。 

導水から配水までの水道管（導水管、送水管及び配水本管・支管）の合計延長は約

1,167kmとなっています（表 3.2、表 3.3、図 3.2及び図 3.3参照）。 

 

表 3.1 水源の状況 

水　源 種別 場　　所 浄水方法
公称能力

(m3/日)

第2水源 地下水 佐古配水場内 塩素消毒 2,000

第3水源 地下水 県立公園内 塩素消毒 3,000

第4水源 伏流水 吉野川河川敷
鉄・マンガン除法
＋塩素消毒

40,000

第5水源 地下水 第十浄水場内 塩素消毒 15,000

第6水源 表流水 吉野川河川敷
凝集沈澱＋急速ろ
過＋塩素消毒

94,050

第7水源 地下水 第十浄水場内 塩素消毒 15,000

169,050

※上記以外に、予備水源として第１水源（地下水）がある。

計

表流水

61%

伏流水

11%

地下水

28%

表流水 2,132万㎥

伏流水 392万㎥

地下水 966万㎥

 

表 3.2 主要な配水場・配水池 

名　　称 しゅん工年月 備　　考

佐古配水場 大正15年9月 調整池 5,000
調整池のしゅん工
年月は平成7年9月

佐古山配水池 大正15年9月 配水池 4,200

眉山配水池 昭和45年3月 配水池 192

西の丸配水場 昭和46年7月 調整池 11,000

城山配水池 昭和38年12月 配水池 5,000

国府配水池 平成6年5月 配水池 6,500

配水池 10,000

調整池 10,000

高区配水池 1,320

低区配水池 5,600

しらさぎ台配水場 平成3年4月局引取 調整池 1,200

低区配水池 1,014

高区配水池 115

多家良配水場 平成13年3月 配水池 1,900

平成10年9月一宮配水場

平成3年4月局引取しらさぎ台配水池

調整池のしゅん工
年月は平成9年3月

昭和49年12月法花谷配水場

容　量（m3）

図 3.1 平成 28 年度年間取水量 
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表 3.3 管路延長 

区 分 延 長（m） 

導水管 4,259 

送水管 62,818 

配水管 1,100,300 

計 1,167,377 

※平成 28年度末実績 

 

 

図 3.2 本市水道事業の給水区域及び主要な施設 
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3.2 組織 

本市水道局は、現在、図 3.4 に示す組織体制で構成され、職員数は全体で 144 人（平

成 29年 4月 1日現在、再任用職員除く）となっています。内訳は、管理者 1人、事務職

員 51人、技術職員 92人です。 

 

工 事 検 査 監

水 道 局

工 事 第 一 係

管 理 係

第 十 浄 水 場

水 質 検 査 室

浄 水 施 設 係

浄 水 計 画 係

管 理 係

財 務 係

広 報 企 画 係

給 水 装 置 係

計 量 係

窓 口 サ ー ビ ス 係

収 納 係

料 金 係営 業 課

施 設 整 備 課

維 持 課

浄 水 課

整 備 第 二 係

整 備 第 一 係

改 良 係

浄 水 係

量 水 器 係

漏 水 防 止 係

工 事 第 三 係

工 事 第 二 係

施 設 耐 震 係

計 画 係

管 理 係

総 務 課

経 営 企 画 課

総 務 係

情 報 管 理 係

管 財 係

契 約 係

職 員 係

 

図 3.4 本市水道局の組織図（平成 29年 4月 1日現在） 
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3.3 人口及び配水量 

本市の行政区域内人口は、近年減尐傾向を示していますが、給水人口は平成 26年度以

降わずかに増加しており、水道普及率も緩やかに増加しています。（図 3.5参照）。 

 

260,642 259,859 259,163 258,829 258,139 257,662 256,949 256,315 255,807 255,295

238,791 238,311 237,826 237,259 237,056 236,477 235,945 236,009 236,045 236,287

210,000

220,000

230,000

240,000

250,000

260,000

270,000

H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28

人
口
（
人
）

（年度）

行政区域内人口

給水人口

 

図 3.5 行政区域内人口及び給水人口の推移 

 

1日平均配水量（＝年間配水量÷年間日数）は減尐傾向を示しています。1日最大配水

量（1 日当たり配水量の年間最大値）は寒波による異常値となっている平成 27 年度を除

き、減尐傾向を示しています（図 3.6参照）。 

 

 

図 3.6 1日平均配水量及び 1日最大配水量の推移
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3.4 水道料金及び財政 

3.4.1 水道料金 

本市水道事業の水道料金は、使用用途によって料金が異なる用途別料金体系（表 3.4

参照）を採用しており、家庭用１か月 20m3 当たりの水道料金（メーター使用料金、消

費税を含みます。）を比較すると、図 3.7に示すとおり類似都市平均より低い値となっ

ています。 

直近では、平成 22 年 4 月 1 日に料金改定を行っています。（消費税法改正（平成 26

年 4月 1日）による改定を除く。） 

 
※類似都市事業体…給水人口 15万人以上 30万人未満かつ用水供給事業からの受水が無い事業体 

なお、「石巻地方」は石巻地方広域水道企業団、「岩手中部」は岩手中部水道企業団のこと。 

図 3.7 家庭用 1 か月 20㎥当たりの水道料金比較（出典：平成 27 年度水道統計） 

 

表 3.4 本市水道料金表（１戸または１事業、１か月、税込）  

使　用　水　量 料　金

基本料金 8ｍ3 まで 637円

8ｍ3 を超え 20ｍ3 まで １ｍ3 につき 141円

20ｍ3 を超え 30ｍ3 まで １ｍ3 につき 175円

30ｍ3 を超えるもの １ｍ3 につき 220円

基本料金 200ｍ3 まで 7,020円

200ｍ3 を超え 1,000ｍ3 まで １ｍ3 につき 72円

1,000ｍ3 を超えるもの １ｍ3 につき 141円

基本料金

従量料金 １ｍ3につき 220円

1

2

3

4

従量料金

従量料金

備考

一
般
用

特
殊
用

1,296円

湯
屋
用

用　途

私設消火栓を演習のため使用した場合は、１栓１回（20分以内）につき８立方メートル使用したものとみなし、特殊用の
水道料金を適用します。

この表において「特殊用」とは、船舶給水、プール給水及び臨時の用に使用するものをいいます。

この表において「湯屋用」とは、公衆浴場の確保のための特別措置に関する法律（昭和56年法律第68号）第２条に規
定する公衆浴場に使用するものをいいます。

この表において「一般用」とは、湯屋用及び特殊用以外の用に水道を使用するものをいいます。
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3.4.2 財政状況 

(1)水道事業でのお金の流れ 

水道事業では、すべての取引を収益的収支と資本的収支に区分しています。 

収益的収支は毎年の営業活動に関わる収入と支出を表しており、資本的収支は大

規模な施設整備等に関わる収入と支出を表しています。そして、収益的収支で得ら

れた利益や減価償却費※などは、内部留保資金として蓄えられ、施設整備等の費用に

対する財源として使用されます（図 3.8参照）。 

 

※ 減価償却費とは、取得した固定資産を使用することによって生じる経済的価値の減尐を費

用として換算するものです。費用の項目に計上しますが、実際の支払行為は発生せず、内

部留保資金として蓄えられ、老朽化した資産の更新費用等に使用します。 

支出

借入金の
利息返済
（支払利息）

維持管理
費用

減価償却費
（※）

利益

水
道
料
金
収
入
等

収入

内
部
留
保
資
金
等

（収益的収支）

施設整備
費用

借入金の
元金返済
（償還元金）

支出

企業債等
（借入金）

収入

（資本的収支）

自己資金

内部留保資金等累計額

（自己財源）

補
填

補
填

積
立

返
済

返
済

 

出典：水道ビジョンフォローアップ検討会資料（厚生労働省） 

図 3.8 水道事業会計でのお金の流れ 



 

11 

 

(2) 本市の財政状況 

本市水道事業では、収益的収入の 8 割以上が給水収益（水道料金及びメーター使

用料金）となっており、平成 22年 4月の料金改定で増加したものの、それ以降の年

度は減尐又は横ばいの傾向となっています（平成 26年度は会計基準見直しにより増

加しています）。収益的支出は、施設整備に伴う減価償却費の増加により、平成 23

年度にかけて増加したものの、その後は緩やかに減尐しています（平成 26年度は会

計基準見直しによる特異値です）。 

資本的収支では、第４期拡張事業で平成 21年度まで支出が増えていましたが、近

年は 30億円前後の支出となっています。収入と支出の差が自己資金からの補填分と

なり、近年は施設整備費用の 70％程度を自己資金から補填している状況です（図 3.9

参照）。 
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※平成 26年度の収益的支出は、会計基準見直しに伴う特別損失によるもの。 

図 3.9 水道事業の収支（決算書より） 

 


